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●有効求人倍率の推移 

全国的に有効求人倍率の緩やかな低下が進んでいる（図表1）。 

25年 4月の 1.26倍をピークに低下トレンドが続いており、直

近 1 月は 1.18 倍にまで低下した。ただ、低下したとはいえ、依

然として1.0倍は超えており、即座に雇用の需給悪化が懸念され

る状況ではない。 

かつて、リーマンショック後の不況時には0.4倍台を記録する

など、1.0 倍を大きく下回る局面もあったが、当時に比べるとま

だ一定数の求人が出ている状況であり、景気全体に関しても概

ね堅調と考えられよう。 

ただ、直近では気になる動きもみられる。大阪の有効求人倍

率が前月に続き、2 か月連続で 1.0 倍を下回ったというものであ

る（図表2）。 

 

●大阪の有効求人倍率 

ここでいう大阪の倍率とは、求人数を就業地ベースでみた数値

を指す。 

本統計では、求人数が受理地ベースと就業地ベースの2通りで

カウントされている。たとえば、勤務地が奈良の求人が大阪の職

安で提出された場合、受理地ベースでは大阪の求人にカウントさ

れ、就業地ベースでは奈良にカウントされる。 

一般的に東京や大阪、愛知といった人口密集エリアは、周辺地

域の求人が多く持ち込まれるため、受理地ベースの求人数は就業

地ベースを上回る傾向となる。 

結果として、大阪の有効求人倍率も先の図表2のとおり、受理

地ベースの数値は高く、就業地ベースの数値は低くなる。この傾

向が最も顕著にみられるのが東京であり、両者にはかなりの差が

みられる（図表3）。 

 

●大阪で1.0倍割れとなった要因 

足元で、大阪の有効求人倍率（就業地ベース）が 1.0倍を下回

った要因については、一部で AI の導入による影響が指摘されて

いる。つまり、生成 AI の導入などで人手不足が一部で緩和し、

求人を控える動きが出始めているというものである。こうした動きは米国ではすでに始まっていることか

ら、日本でもいずれ始まるとの指摘は少なくない。 
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ただ、それならば、東京の就業地ベースでみた求人倍率がもっと下がってもおかしくない。東京は全国

でAIの導入が最も速い地域だけに、本来は大阪以上に影響が広がってしかるべきであろう。先の図表3を

みる限り、そうした動きがみられないということは、別の要因である可能性が高い。 

 

●人件費上昇による求人への影響 

考えられるのは、足元の人件費の上昇による負担増から、企業が求人を控える動きであろう。近年の継

続的な賃金上昇の動きに加え、特に昨年は最低賃金の引上げ幅が大きく、それが一因となった可能性はあ

るとみられる。 

先の図表2をみると、大阪の求人倍率は昨年の後半以降、低下の動きが強まっている。ちょうど25年の

最低賃金の引上げがそのタイミングであり、全国平均はもちろん、すべての都道府県で千円を超えたこと

が話題となった。全国的な推移は図表4のとおりである。 

各地域の最低賃金をみると、大都市圏の金額は地方圏を上

回っており、全国平均の1121円に対し、大阪は1177円、東京

は1226円となっている。 

これらの影響を考える場合、もちろん最低賃金の引上げ自

体は全国的な動きであるものの、金額の高さがもつ意味やそ

の影響は無視できない。大阪のほかに 1.0 倍を下回ったのが

福岡であり、同じ大都市圏という共通点からも、こうした見

方は一定の説得力をもとう。 

もちろん東京の方が最低賃金は高いことから、本来は東京

でも一定の影響が出てもおかしくないが、他地域との経営環

境の差は否定できない。まずは今後の東京の推移が注目され

よう。 

一方、今後の大阪については、人手不足の中で求人を控える動きが続くようであれば、人手不足のさら

なる深刻化が避けられない。すでに 1.0 倍割れは 2 か月連続となっているが、この状態がさらに続くか否

かが注目されよう。 
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